
 「政府電子調達情報システム」は、調達ポータル(電子調達窓口)、調達総合情報システム(入札参加資格)、
電子調達システム（GEPS、入札・契約)、の3つのシステムにより構成される政府共通システム

 国の府省等が行う「物品・役務」に係る調達情報を提供し、また、調達に関する一連の手続きをインター
ネット経由で電子的に行うことが可能

※1 利用機関：国の24の府省等（内閣官房､内閣法制局､人事院､内閣府､宮内庁､公正取引委員会､警察庁､ 個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁､
消費者庁､総務省､法務省､外務省､財務省､文部科学省､厚生労働省､農林水産省､経済産業省､国土交通省､環境省､防衛省､会計検査院、最高裁判所）

※2 電子調達システムは、各府省等の電子入札システムを統一し、電子契約システムも導入して平成26年3月から運用開始。

書類保管のためのバイン
ダーや書棚が不要

政府電子調達情報システム

【電子入札・契約のメリット】

【電子調達の流れ】

印鑑が不要移動・郵送費の削減

・書類の発送が不要
・遠方や同時に複数の調達案
件に参加することが可能

印紙税が不要 24時間365日利用可 書類保管費の削減

電子手続だと印紙税
法の課税物件が存在
しないため、印紙税
納付が不要

インターネット環境があ
れば，いつでもどこでも
利用可能

電子証明があれば一連の
手続きの担保をシステム
側で行うため、印鑑手続
が不要(法令で義務のあ
る場合を除く)

1別図 １

赤枠内の詳細は2ページ参照
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調達業務の流れ※

※ 納品の確認以外はすべて電子手続きによるもの
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少額随意契約に係る業務フロー例

官側民側

契約

下見積書の提出

契約書、請書（案）の確認

社内回覧
（事業部門、財務部門、法務部門など）

契約書もしくは請書に押印

納入・請求

契約業務

調達の起案決裁（原課）
決裁完了後会計課へ必要書類
を持ち込み。

契約締結（契約書）

納入検査、検査調書の受領・確認
（原課）

ＡＤＡＭＳで支出決定（支出官）

※「支出負担行為
決議依頼」を行う
際には、事前に
「債主登録」が必
要。

両者署名・押印版の契約書を確認・保管

納入、検査調書の提出

入金確認

持参又は郵送等

【150万円以上の場合】

契約書(案)の作成
【100万円以上の場合】

請書(案)の作成

持参又は郵送等

下見積り依頼（原課）

検査後会計課へ検査調書及び
請求書を持ち込み。

契約相手方の決定

100万円以上の場合に発生

100万円未満
の場合は請書
が省略される
ため発注後に
支出負担行為
を実施する。

メール連絡

※官庁により100万円以下の取れ扱いや細かい手順が異なる。
※官側の方で括弧書きがない業務は基本的に契約担当者が行う行為

（予定価格作成は当フローでは省略）
※物品取得が生じる場合は、別途、物品に係る事務手続きが必要
※契約書の不要なものを除く。

見積書の提出

見積依頼

検査・支払業務

ＡＤＡＭＳで支出負担行為決議
及び契約書（案）/請書（案）の決裁

請求書の準備・提出

検査合格

持参又は郵送等
請求書の受領（原課）
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